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国 総 動 第 8

平成 21年 12月

社団法人全日本不動産協会理事長 殿

国土交通省総合政策局不動産業

「農地法等の
一部を改正する法律Jの 施行に伴う宅地建物取引業法施行令の

一部改正

について

標記について、「農地法等の一部を改正する法律」(平成 21年 法律第 57号 。以下
「改正法」という。)が 平威 21年 6月 24日 に公布された。これに伴い、「農地法施

行令等の一部を改正する政令」(平成 21年 政令第 285号 (平成 21年 12月 11日

公布))に おいて、宅地建物取引業法施行令 (昭和 39年 政令第 383号 )を 下記のよ

うに改正し、平成 21年 12月 15日 から施行したので、貴団体におかれても、貴団体

加盟の宅地建物取引業者に対する周知及び指導を行われたい。

記

1.宅 地建物取引業法施行令第2条 の 5の 改正点 (別紙 1、 2参 照)

宅地建物取引業法 (昭和 27年 法律第 176号 )第 33条 及び第 36条 に規定する

法合に基づく許可等の処分として列挙されたもののうち、改正前の農地法 (以下 「1日

法」という。)第 73条 第 1項 (売り渡した土地等の処分の制限)の 規定を削除する。

なお、幅法第 61条 (売り渡すべき土地等)の 規定に基づき改正法の施行前に売り

渡された土地等に係る旧法第 73条 第 1項の制限については、宅地建物取引業法第 3

3条及び第 36条 に規定する法令に基づく許可等の処分とする旨の経過措置を設ける

こととする。

2.宅 地建物取引業法施行令第3条 の改正点 (別紙 1、 2参 照)

宅地建物取引業法第_35条 第 1項第 2号 の規定に基づく説明事項から、旧法第49

条 (土地の形質の変更等の制限)及 び第 73条 第 1項 (売り渡した土地等の処分の制

限)の 規定に基づく制限を削除する。

なお、旧法第 61条 (売り渡すべき土地等)の 規定に基づき改正法の施行前に売り

渡された土地等に係る旧法第 73条 第 1項 の制限については、宅地建物取引業法第 3

5条 の規定に基づく説明事項とする旨の経過措置を設けることとする。
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○
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令

（昭
和
三
十
九
年
政
令
三
百
八
十
三
号
）

（附
則
第
二
十
条
関
係
）

（法
第
二
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

第
二
条
の
五
　
法
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
六
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
で

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
四
　

（略
）

十
五
　
農
地
法

（昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
、
第
四

条
第

一
項
及
び
第
五
条
第

一
項
の
許
可

十
六
～
二
十
七

　

（略
）

（法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

第
二
条
　
法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含
む
。
）
に
基
づ

く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
、の
及
び
都
市
計
画
法
施
行
法

（昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百

一
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す
る
工
事
者
し
く

は
権
利
に
関
す
る
制
限

（同
法
第
二
十
本
条
及
び
第
二
十
人
条
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該

宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
五
　

（略
）

十
六
　
農
地
法
第
二
条
第

一
項
、
第
四
条
第

一
項
及
び
第
二
条
第
■
項

十
七
～
三
十
三
　

（略
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（法
第
二
十
二
条
等
の
法
合
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

第
二
条
の
五
　
法
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
六
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
で

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
四
　

（略
）

十
五
　
農
地
法

（昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
粂
第

一
項
、
第
四

条
第

一
項
―
第
五
条
第
■
項
及
び
第
七
十
三
条
第
■
項
の
許
可

十
六
～
二
十
七

　

（略
）

（法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

第
二
条
　
法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定

（こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含
む
。
）
に
基
づ

く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法
施
行
法

（昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百

一
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く

は
権
利
に
関
す
る
制
限

（同
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該

宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
五
　

（略
）

十
六
　
農
地
法
第
二
条
第

一
項
、

及
び
第
七
十
二
条
第

一
項

十
七
～
三
十
三
　

（略
）

第
四
条
第

一
項
、
第
二
条
第

一
項
、
第
四
十
九
条
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２
　

（略
）

３
　
法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
第
二
十
二
条
第

一
項

、
新
都
市
基
盤
整
備
法
第
五
十

一
条
第

一
項
及
び
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
制
限
で
、
当
該
建
物
に
係
る
も
の
と

す
る
。

２
　

（略
）

ａ
　
法
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
第
二
十
二
条
第

一
項

、
新
都
市
基
盤
整
備
法
翻
引
コ
劇
刻
劉
剰
ヨ
剰
＝
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る

法
律
第
二
十
八
条
第

一
項
及
び
農
地
法
第
七
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
制
限

で
、
当
該
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

備
　
則

（宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十

一
条
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
農
地
法
第
七
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
土
地
等
の
処
分

の
制
限
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
第
二
条
の
五
及
び
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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(宅地建物取引業法施行令第2条 の5'関係)

広告の開始時期及び契約締結等の時期の制限に係る規定の削除

1.政 令の概要

宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号。以下 「宅建業法」という。)は 、宅地

建物取引業者に対し、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、

当該工事に関し必要とされる法令に基づく許可等の処分があつた後でなければ、当

該工事に係る宅地建物の売買等の広告をしてはならない旨 (第33条)及 び当該工事

に係る宅地建物の売買契約の締結等をしてはならない旨 (第36条)を 、それぞれ定

めている。

今般、農地法 (昭和27年法律第229号。以下 「法」という。)の 改正により同法第

73条第 1項が削除されたことに伴い、宅建業法施行令第 2条 の5に列挙されている

法令に基づく許可等の処分から、法第73条第 1項 の規定を削除することとする。

2.経 過措置の必要性 ＼

農地法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第57号。以下 「改正法」という。)

附則第 6条 第4項 の規定により、改正法による改正前の法 (以下 「旧法」という。)

第61条の規定に基づき改正法の施行前に売り渡された土地等の処分の制限及び当該

制限についての違反に対する処分については、なお従前の例によることとされてい

る。

このため、改正法附則第 6条第4項 の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合における旧法第73条の規定による制限については、なお従前の例により、宅

建業法施行令第 2条 の5に規定する法令に基づく許可等の処分とする旨の経過措置

を設けることとする。
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(宅地建物取引業法施行令第3条 関係)

1.政 令の概要

宅地建物取引業者は、宅地建物の売買等の相手方に対して、当該宅地建物に関す

る重要事項について、契約前に取引主任者に説明させなければならないこととされ

ている (宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号)第 35条第 1項)。

今般、農地法 (昭和27年法律第229号。以下 「法」という。)の 改正により、法第

49条及び第73条第 1項 の規定が削除されたことに伴い、説明すべき重要事項として

宅地建物取引業法施行令 (昭和39年政令第383号。以下 「宅建令」という。)第 3条

第 1項 (宅地建物の売買等の場合)に 列挙されている法令上の制限から、法第49条

及び第73条第 1項の規定を削除し、宅建令第 3条第 3項 (建物の貸借の場合)に 列

挙されている法令上の制限から、法第73条第 1項 の規定を削除することとする。

2.経 過措置の必要性

法

６

の

つ

　

た

に

３

旨

ヽ
で

り

り

置

に

る
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無
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条

に

　

の

合

努
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の

売
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措
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あ
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有

こ
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側

知

搬

る
。
こ

錫

齢

，

な

乱

抑

姥

翻
ｒ
十
一ド
い
伝
に
や

取引主任者が説明しなければならない重要事項の削除


